
今回はホームページ上での説明のみとなりますのでわかりにく
い部分もあるかと思いますが、説明会で配布された資料と一緒に
確認していただけたらと思います。



１．保健室とは・・・

自分の体と心の健康について考え、進んで
健康づくりのできる力を培えるように手助け
するところです。



２.保健室来室時の対応について

① 学校でけがをしたとき
・軽いけがは、保健室で応急処置

を行います。

・病院を受診する必要がある場合は、

原則として保護者に連絡し迎えに来てもら
います。

・緊急の場合は、学校から救急車を要請し、

病院で保護者に引き継ぎます。



②体調が悪いとき

・体調が悪い場合、保健室で

休養させて様子をみます。

・保健室での休養は原則１時間です。
（回復がみられない場合は早退させることもあります)

・学校では、内服薬をあげることはできま
せん。



③保護者にお迎えをお願いするとき
・担任や養護教諭が、学習の継続が困難だ
と判断したとき

・学校感染症(インフルエンザ、おたふく など)

にかかっている疑いがあるとき

・発熱しているとき（原則３７．５℃以上）

※個人差を考慮しながら、対応することを心がけ
ていますので、ご協力よろしくお願いします。

※児童１人での早退は、安全面から基本的に

行いませんので、お迎えをお願いします。



３.緊急時の連絡先について＊

保健調査票に緊急連絡先を
記入する欄があります。

確実に連絡がつく緊急連絡先を記入してください。
また、勤務中で連絡が取れないときは、お迎えが可能な祖父
母、叔父叔母などの連絡先でもかまいません。



４.定期健康診断について

 身長、体重、

 尿・ぎょう虫検査

 視力検査

 聴力検査

 歯科検診

 内科検診

 耳鼻科検診

 心電図検査（１年生のみ）

 結核検診（問診）

４月から６月にかけて健康診断を行
います。
詳しい日程については、入学後、ほ

けんだよりや学年だよりにてお知らせ
します。



５.提出書類について(入学式の日に回収）

保健調査票（黄緑）

心臓検診調査票（白）

結核検診問診票・運動器検診問診票

（両面の白）

耳鼻咽喉科問診検査票（紫）



６.災害共済給付制度について

こちらは、別紙で配布している資料の説明です。

登校時から下校時までの「学校管理下」で起
こったけがで病院を受診し、治療を受けた場合
に治療費が給付される制度です。

加入を推奨していますが、掛金がかかりますの
で、保護者の同意が必要です。



【本校の事例】

「体育の時間に転倒した際、手に体重がかかっ
てしまい、手首を骨折し手術が必要になった」

手術だと継続して治療が必要になり、高額な医
療費がかかってしまうこともあります。ぜひ加
入していただきたいと思います。

同意書は別紙でお配りしていますので、ご確認
ください。

このような流れになります。



７.欠席する場合について
欠席届用紙（４月スタートして配布）

または

メールでの欠席連絡

※電話で連絡をする場合

７時４５分以降に連絡をお願いします。

※学校では、感染症の把握や事件事故防止等の目的
から、連絡のない欠席について注意しています。必
ず学校への連絡をお願いします。
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８.学校感染症について

学校感染症にかかった場合、感染拡大を防ぐために出席停
止となります。(学校保健安全法第19条）

※出席停止は欠席の扱いにはなりません。

本県でも流行しています、新型コロナウイルス感染症
についても学校感染症となり、出席停止となります。

登校時に
「出席停止解除
願い」を提出



９.健康観察シートについて

豊見城小学校では、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため、全児童に「健康観察シート
」を提出してもらっています。
毎朝晩、家族も含め体調を記入してください。
入学後はファイルに貼りつけて、毎日持ち帰りま
すので、必ず記入し学校へ持たせてください。
説明会で配布したシートは入学する前の健康観察
にお使いください。



１０.学校での配慮事項について

最後に、食物アレルギーや学校での配慮が必要な持病等
がある児童の保護者の皆様にお願いです。

郵送された説明会の案内と一緒にこちらの用紙も入れて
いますので、配慮が必要な場合はご記入し、忘れずに説
明会当日、受付へ提出し、伝達をお願いします。



学校保健と健康管理についての

説明は以上となります。

不明な点がありましたら、説明会当日

受付近くにいますので声をかけてください。


